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1. はじめに 

 

日本政府ガイドライン（「責任あるサプライ

チェーン等における人権尊重のためのガイドライ

ン」）について、国連指導原則との関係にも触れ

ながら、ケーススタディを織り交ぜることにより

解説しております本シリーズ。今回は、人権への

負の影響の防止・軽減を中心に解説いたします。 

 

2. 人権への負の影響の防止・軽減 

 

(1) 企業と人権への負の影響との関わりと企業の取

るべき対応 

  企業と人権への負の影響との関りについては、以下の 3 つの類型があります。企業活動が人

権に与える負の影響がどのように引き起こされているかによって、企業がとるべき対応も異

なってきます。すなわち、企業活動が人権への負の影響を引き起こし、助長するリスクがある

場合は、企業は当該影響に対処することが求められます。他方で、企業の事業、製品または

サービスが人権への負の影響と直接関連しているにとどまる場合には、企業は当該影響そのも

のについては責任を負いませんが、自身の影響力を行使する責任があるとされています。 

したがって、まずはこの点を把握することが重要です。（ガイドライン 2.1.2.2、指導原則

13、22） 

負の影響との 

関りの類型 
説明 

企業の 

対処責任 
企業の対応 

企業活動が負の影

響を引き起こす場

合、原因となって

いる場合（cause） 

企業の活動がそれだけで負

の影響をもたらすのに十分

である場合 

人権への負

の影響を防

止・軽減す

る。 

負の影響を引き起こして

いる活動を停止、防止す

る。 

企業活動が負の影

響を助長する場合

（contribute） 

企業の活動が他の企業の活

動と合わさって影響を引き

起こす場合、企業の活動が

別の企業が負の影響の原因

となることを生じさせ、促

進し、または動機付ける場

人権への負

の影響を防

止・軽減す

る。 

負の影響を助長している

活動を停止、防止する。

他企業が引き起こしてい

る負の影響を自社が助長

している場合、残存した

負の影響に対して可能な

限り自身の影響力を行使

する。 
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合1 

企業の事業・製品

・サービスが人権

への負の影響に直

接 関 連 す る

（ directly 

linked）場合 

ビジネス上の関係先を介す

る、負の影響と企業の製

品、サービスまたは事業と

の関係により定義される 

⼈権への負

の影響を防

⽌または軽

減するよう

に努める。 

負の影響を引き起こし又

は助長している企業に対

して、影響力を行使、も

しくは影響力を確保・強

化し、又は、支援を行

う。 

 

  また、人権への負の影響が実際に生じているか、または潜在的なリスクがあるにとどまるか

によっても対応が異なってきます。つまり、人権への負の影響が実際に生じている場合には、

「是正」が必要となります。他方で、潜在的なリスクがある場合には、可能である限り最大限

に、それが現実になることを防ぐ、または少なくとも軽減・縮小させるための措置が必要とな

ります。 

 

(2) 検討すべき措置 

 １）組織的な対応の必要性 

   人権への負の影響に対して、どのように対処していくかを検討する上での基本的方針につ

いて、ガイドライン自体は詳細には記載されていません。この点、指導原則 19 は、以下の

ように定め、人権に対する負の影響の評価の結論を、企業の全社内部門及びプロセスに組み

入れることを求めており、組織的に、構造的に対処していくよう求めています。2 

 

  指導原則 19 

   人権への負の影響を防止し、また軽減するために、企業はその影響評価の結論を、関連す

る全社内部門及びプロセスに組み入れ、適切な措置をとるべきである。 

(a) 効果的に組み入れるためには以下のことが求められる。 

(i) そのような影響に対処する責任は、企業のしかるべきレベル及び部門に割り当て

られている。 

(ii) そのような影響に効果的に対処できる、内部の意思決定、予算配分、及び監査プ

ロセス。 

 

   すなわち、人権への影響を評価する部門と、当該影響を生じさせる活動に従事している部

門、職員は異なる可能性があるため、影響を防止・軽減するための決定や行動をコントロー

ルする部署を、解決策の特定及び実施に関与させる必要があります。そのため、全社的に、

また、全プロセスに人権への負の影響の評価結果を組み入れることが必要となります。 

   この「組入れ」とは、特定の潜在的な影響に関する評価結果を取り上げ、企業内の誰がそ

の取組みに関与するかを特定し、効果的な行動を確保するミクロ的なプロセスであり、多く

の場合人権を担当する部署がこれを担うものとされています。 

   組入れの具体的なプロセスは、企業の規模や、発生した人権問題の規則性または予測可能

 
1  ただし、助長するとは実質的であることをいい、小さなまたは些末な要因は含まないとされてい

ます。ここでいう、実質的に助長する場合、及び別の企業が負の影響の原因となることを生じさ

せ、促進し、または動機付ける場合に該当しているかの判断の際には、次の要素を考慮するとさ

れています。 

 ・企業活動が影響発生のリスクを増大させ、または軽減・減少させた度合い 

 ・企業の負の影響またはその可能性についての予見可能性の度合い 

（OECD「責任ある企業行動のための OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス」Q29） 

2 国際連合人権高等弁務官事務所（OHCHR）「人権尊重についての企業の責任-解釈の手引き-」（日本語訳）問

43～45 https://www.icclc.or.jp/human_rights/ 

https://www.icclc.or.jp/human_rights/
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性によって異なります。特に、企業規模が大きく容易な意思疎通ができない場合や特定の人

権への負の影響の発生可能性が高い状態が続く場合は、組織的なアプローチが有効です。 

   組入れを検討するにあたっては、その活動を行う各部署にまたがって行うことが重要です。

その際、人権への負の影響に他の企業等がかかわっている場合、これらの者との取引関係の

条件を決定する担当者や部署は、組入れのプロセスに欠かすことができません。契約等の条

件において、人権の尊重を要求又は奨励する契約条件を定めることは、当該取引関係者のイ

ンセンティブを高めるとともに、自企業の取引関係者に対する影響力を増すことにつながり

ます。 

   ただし、指導原則の解説においては、「人権方針のコミットメントが関係する事業部門す

べてに根付いている場合にのみ、効果的でありうる。」とされており3、人権ポリシーの策

定と、これの社内での定着が何より重要であることが指摘されています。 

  

 ２）活動の停止・防止 

   企業が企業活動を通じて人権への負の影響を引き起こしまたは助長するリスクがある場合

企業は、影響の発生または再発の機会を防ぎまたは軽減するため、以下の対応をとる必要が

あります。 

   (a) 負の影響を引き起こしたり助長したりする活動を確実に停止するとともに、将来同様

の負の影響を引き起こしたり助長したりする活動を防止する。 

   (b) 事業上、契約上又は法的な理由により、負の影響を引き起こしたり助長したりする

活動を直ちに停止することが難しい場合は、その活動の停止に向けた工程表を作成し、

段階的にその活動を停止する。 

   具体的な措置を検討するにあたっては、ステークホルダーエンゲージメント（ステークホ

ルダーとの対話）を行いながら、適切かつ効果的な措置を検討する必要があります。 

   具体的な措置として、ガイドラインでは、以下のような例が挙げられています。 

・ 法律によって明示的に禁止されているにもかかわらず、自社内において、技能実習

生の旅券（パスポート）を保管したり、技能実習生との間でその貯蓄金を管理する

契約を締結していたりしたことが発覚したため、社内の他部門はもちろん、サプラ

イヤーに対しても、そうした取扱いの有無を確認するとともに、それらが違法であ

ることを周知し、取りやめを求める。 

・ 調達活動における具体的な業務手順（例：サプライヤーの生産設備や生産能力に基

づく発注計画をサプライヤーと協議しながら立案すること、事前に合意した数量・

納期で発注しサプライヤーの同意なしに数量や納期の変更をしないこと）を調達方

針に明記し、調達関連部門の従業員に対して定期的にトレーニングを実施する。 

 

 ３）影響力の行使 

  ア 影響力を行使すべき場合（ガイドライン 4.2.1.1、4.2.1.2） 

    他企業が引き起こしている負の影響を企業が助長している場合には、当該企業による措

置だけではその負の影響を完全に解消することができない場合があり、負の影響を助長す

る企業の活動を停止した後、なお、負の影響が残存する可能性があります。このような場

合、残存した負の影響を最大限軽減するため、関係者に働きかけを行うなど、可能な限り

自身の影響力を行使する必要があります。 

    また、自らは人権への負の影響を引き起こし、または、助長していないものの、企業の

事業・製品・サービスと人権への負の影響が直接関連している場合、当該企業はその負の

影響自体に責任は負いません。しかしながら、当該企業は、その負の影響そのものに対処

できないとしても、影響力を行使し、もしくは、影響力がない場合には影響力を確保・強

化し、または、支援を行うことにより、その負の影響を防止・軽減するように努めるべき

です。 

 
3 国際連合広報センター「ビジネスと人権に関する指導原則：国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のた

めに 」https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/ 

https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/


 

4 

 

 

  イ 影響力とは4 

    「影響力」とは、人権への負の影響を引き起こしまたは助長させている関係者の不適切

な業務慣行の変更を実現する力を意味する、とされています。具体的に、企業がどのよう

な影響力を持っているか、またどの程度の影響力があるかを検討するにあたっては、以下

の要素を検討することになります。 

・ 企業による当該組織に対するある程度の直接の支配が存在するかどうか。 

・ 企業と当該組織の間の契約の条件。 

・ 企業が当該組織に占める事業の割合。 

・ 企業が、当該組織に対して、将来の業務、評判上のメリット、能力養成支援などの

点に関して、人権に関する実績の改善を動機づける力 

・ 当該組織の評判にとって企業と連携することの利益、またその関係が失われた場合

にその評判に及ぼす悪影響。 

・ ビジネス団体や複数のステークホルダーによるイニシアチブを通じて行われるもの

を含め、企業が、他の企業または組織に人権に関する実績を改善するよう動機づけ

る力。 

・ 企業が、地方または中央政府を動かして、規制の施行、監視、制裁などを通じて当

該組織による人権に関する実績の改善を求めることができる力。 

 

  ウ 影響力の行使 

    影響力の行使を検討するにあたっては、取引関係の重要性や、影響の深刻さなどを考慮

しながら行います5。影響力の行使・強化、支援の具体的な例として、ガイドラインでは、

以下のような例が挙げられています。 

・ 児童労働が発覚したサプライヤーに対して、雇用記録の確認や、児童がサプライ

ヤーにおいて雇用された原因の分析を行い、その結果を踏まえて、更に徹底した本

人確認書類のチェック等の児童の雇用を防ぐための適切な管理体制の構築を要請す

る。また、貧困故に就労せざるを得なかったその児童に就学環境改善支援を行って

いる NGO に協力する。（行使・強化の例） 

・ 新規の取引に当たっては、外部調査会社を起用して調査を実施し、取引予定の相手

方が自社の調達基本方針に合致していることを確認したうえで、その相手方におけ

る人権尊重の取組を担保するための条項を含む契約を締結する。（行使・強化の例） 

・ サプライヤーに対して、サプライヤー行動規範の内容に基づくアセスメント（自己

評価）を依頼し、提出された回答の評価を行う。そのうえで、評価が低かった項目

についてサプライヤーとコミュニケーションを取り、一緒に改善していく方法につ

いて協議する。（支援の例） 

 

 ４）取引停止、撤退の検討 

   他方で、取引停止や撤退については、企業と人権への負の影響との関連性を解消するもの

ではありますが、むしろ、負の影響が見えにくくなったり、取引停止に伴い相手企業の経営

状況が悪化して従業員の雇用が失われる可能性があったりするなど、人権への負の影響がさ

らに深刻になる可能性があります。そのため、直ちにビジネス上の関係を停止するのではな

く、まずは、サプライヤー等との関係を維持しながら負の影響を防止・軽減するように努め、

取引の停止、撤退については、最後の手段として検討される必要があります。また、取引の

停止、撤退を行うにあたっては、人権への負の影響の深刻度を考慮したうえで、以下のよう

な責任ある対応が期待されています。 

取引停止の有無 責任ある対応の例 

 
4  前掲「人権尊重についての企業の責任-解釈の手引き-」（日本語訳）問 46   

5  前掲「人権尊重についての企業の責任-解釈の手引き-」（日本語訳）問 46 
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取引を停止する

場合 

・取引停止の段階的な手順を事前に取引先との間で明確にしておく  

・取引停止決定を基礎づけた人権への負の影響について、取引先が適

切に対応でき 

るよう情報を提供する  

・可能であれば、取引先に対して取引停止に関する十分な予告期間を

設ける 

取引を継続する

場合 

・取引先の状況を継続的に確認する  

・定期的に取引を継続することの妥当性について見直す  

・引維持の決定がいかに自社の人権方針と一致するものであるか、負

の影響を軽減するために影響力を行使する試みとして何が行われてい

るか、取引先の状況を今後どのように確認し続けるかを説明する 

 

   特に、紛争の影響を受ける地域からの責任ある撤退に関しては、本ニュースレター2022年

9月号で取り上げていますので、そちらをご参照ください。 

 

 ５）是正 

   以上に加え、企業活動により、実際に人権に対する負の影響を生じさせ、または助長した

場合、是正が必要となります（指導原則 22）。 

   企業自身が人権への負の影響を引き起こしまたは助長したと認識した場合の是正措置を検

討するにあたっては、企業自身の見解に加えて、影響を受けたものが何を効果的な救済と見

るかを理解することが重要です。そのため、この場面においてもステークホルダーエンゲー

ジメントや苦情処理のメカニズムの重要性が理解されます。 

   是正措置の例としては、謝罪や、危害が再発しないことの保証、危害についての補償、特

定の活動や関係の停止、その他当事者が合意した形式の救済がありえます。 

 

(3) まとめ 

  以上のとおり、企業が人権への負の影響に対してどのような対応をとるべきかを検討するに

あたっては、当該影響の性質や深刻さを見極めながら、企業がどのような対応をとるべきかを

検討する必要があります。その際、指導原則が指摘しているように組織的な対応をとる必要が

あるため、人権ポリシーを策定したうえで、これを組織内に定着させておくことが必要となり

ます。 

  そのうえで、企業が適切に対処していくための手段として、影響力を確保し、強化しておく

ことが必要であり、今後は、取引先との契約において、人権順守への期待事項、デューデリ

ジェンスの実施に関する条項や、またはこれらに対する不適合を解除事由とするなど、契約書

の整備を通じた事前の対応が必要となるものと思われます。 

 

3. ケーススタディ④ 

 

(1) 事例 

日本を本拠とする国際人権 NGOが、日本の縫製業を営む J社のミャンマー委託先縫製工場に

おける労働環境の改善に向けて、実効的な対応をとるべきだという声明を発表しました。 

この NGOの声明によると、ミャンマー現地 NGOと協力し、ミャンマーの縫製工場の労働環境

に関して調査を行い、その過程で、J 社のミャンマー子会社である M 社の委託先工場である A

社で、労働者に対する深刻な権利侵害の訴えが確認されたとして、調査で明らかになった問

題を改善するよう勧告しています。 

J 社は、この声明を受けて M 社と協働して委託先工場である A 社に対して人権 DD を行った

ところ、サプライヤーで過酷な労働環境・給与の未払いなどの人権侵害が特定されました。 

J社は特定された人権侵害に対して、何を行うべきか？ 

 

(2) 検討 

本ケースは、国際人権 NGO ヒューマンライツ・ナウ（以下「HRN」）が 2017 年 1 月 25 日に
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株式会社ミキハウストレード（以下「ミキハウス」）と株式会社ワコールホールディングス

（ワコール）のミャンマー委託先縫製工場における労働環境の改善に向けて、実効的な対応

をとるべきだという声明を発表した事例を想定しています6。 

HRNによると、2016年 8月より、現地 NGOである Action Labour Rights と協力し、ミャン

マーの縫製工場の労働環境に関して調査を行い、その過程で、委託先工場で長時間残業の強

要、低賃金・給与の支払遅延、劣悪な労働安全環境、女性労働者の保護の欠如など、労働法

に違反する訴えなど労働者に対する深刻な権利侵害の訴えが確認されたと発表し、調査で明

らかになった問題を改善するよう勧告しています。 

HRN をはじめ、人権 NGO の調査およびその結果の公表が企業の行動に大きな影響を与えてい

ます。サプライヤーを含む、人権侵害が発見された企業が、NGOとの対話・協働を経て、対策

案を作成するなど、ビジネスと人権分野にとって重要な存在となっています。 

 

人権への悪影響を引き起こしたり、又は助長を確認したりした場合、企業は正当な手続を

通じた救済を提供する、又はそれに協力することを求められています。「ビジネスと人権に

関する指導原則」では、企業が設置するメカニズムには、①正当性、②利用可能性、③予測

可能性、④公平性、⑤透明性、⑥権利適合性、⑦持続的な学習源、⑧ステークホルダーとの

エンゲージメントと対話、が必要であるとしています。 

 

まずは、サプライチェーンの実態把握が重要となります。その上で、以下の具体的な行動

が取り組み可能と考えられます。会社は強制手段を用いることのできる捜査機関でも刑罰を

与えることのできる行政機関でもないため、いずれの手段においても、サプライヤーとの対

話・協働が重要となります。 

 

・サプライヤー人権方針・行動規範などのガイドラインの作成 

・業務委託先へのガイドラインなどの周知 

・契約書条項検討（行動規範遵守、報告義務、調査権、契約違反時の解除・損害賠償など） 

・サプライヤーへの人権教育・研修の実施 

・ガイドラインなどの基準に基づき、生産委託工場の人権・労働環境監査の実施 

・他のサプライヤーへの切り替え（切り替えに伴う人権への負の影響の検証不可欠） 

・社内外通報制度その他の救済メカニズムの構築・検討 

 

なお、ミキハウストレードは HRNの指摘を受け、第三者機関に調査を依頼し、第三者機関の

調査結果を公表しています。その結果を踏まえ、HRNは声明の中で「自社のサプライチェーン

で発生する人権侵害についての HRN の指摘を真摯に受け止め、第三者機関を選定し、調査報

告書の内容を公表したことは、一定の評価に値するものである。」と記載しています。 

 

4. まとめ 

 

人権リスクへの対応については、そのようなリスクが検出された場合に場当たり的に対応し

ていくのではなく、人権ポリシーの策定から社内への定着、契約段階における人権関連条項の

整備を通じて事前に影響力を確保しておくことなど、事前の準備が欠かせません。また、実際

の対応についても、ステイクホルダーとの対話を行いながら、適切な防止・軽減措置を講じた

り是正措置を検討する必要があり、経営判断が求められる場面があり、組織的に対応していく

必要があります。 

次回は、取組の実効性の評価、説明、情報開示について触れる予定です。 
 

以 上 

   

 
6 http://hrn.or.jp/wpHN/wp-content/uploads/2017/01/28b1111b96e1c7310c85a31293b96a6a-1.pdf 

http://hrn.or.jp/wpHN/wp-content/uploads/2017/01/28b1111b96e1c7310c85a31293b96a6a-1.pdf
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〈注記〉本資料に関し、以下の点をご了承ください。 

・ 本ニューズレターは 2022 年 12月 13日時点の情報に基づいて作成されています。 

・ 今後の政府による発表や解釈の明確化、実務上の運用の変更等に伴い、その内容は変更され

る可能性がございます。 

・ 本ニューズレターの内容によって生じたいかなる損害についても弊所は責任を負いません。 

 

◆ One Asia Lawyers ◆ 

「One Asia Lawyers Group」は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包

括的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワー

クです。One Asia Lawyers Groupは、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーフ

ァームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクテ

ィカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ  https://oneasia.legal または

info@oneasia.legal までお願いします。 

 

◆ アジア SDGs/ESGプラクティスグループ ◆ 

One Asia Lawyersは、ESG・SDGsと人権 DDに関して、東南アジア・南アジア・オセアニアな

どの海外においても、各国の法律実務に精通した専門家が、現地に根付いたプラクティカル

なアドバイス提供およびニューズレター、セミナーなどを通じて情報発信を行っています。

ESG・SDGs・人権 DDに関連してご相談がございましたら、以下の各弁護士までお気軽にお問い

合わせください。 

 

<著者／アジア SDGs/ESGプラクティスグループ> 

 

難 波 泰 明 

弁護士法人 One Asia 大阪オフィス パートナー弁護士アジ

ア SDGs/ ESG プラクティスグループ リーダー 

国内の中小企業から上場企業まで幅広い業種の企業の、人事

労務、紛争解決、知的財産、倒産処理案件などの企業法務全

般を取り扱う。個人の顧客に対しては、労働紛争、交通事

故、離婚、相続等の一般民事事件から、インターネット投稿

の発信者情報開示、裁判員裁判を含む刑事事件まで幅広く対

応。その他、建築瑕疵、追加請負代金請求などの建築紛争、

マンション管理に関する理事会、区分所有者からの相談や紛

争案件も対応。行政関係では、大阪市債権管理回収アドバイ

ザーを務めるなど、自治体からの債権管理回収に関する個別

の相談、研修を担 当。包括外部監査人補助者も複数年にわ

たり務め、活用賞を受賞するなど、自治体実務、監査業務に

も精通している。 

yasuaki.nanba@oneasia.legal 

06-6311-1010 

mailto:yasuaki.nanba@oneasia.legal
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齋 藤 彰 

One Asia Lawyers Group 顧問 

弁護士・神戸大学名誉教授・CEDR 認定調停人 

大手海運会社で北米・紅海・欧州向けの自動車専用船の運行

管理を経験したのち、研究者への転身を決意。神戸大学法学

研究科で比較契約法・国際取引法・国際 ADR 等の教育研究に

従事し、学生の国際模擬仲裁大会参加等を促進することによ

り、法律学のグローバル化に努めてきた。また法科大学院生

の海外インターンシップ制度や英語による LL.M.プログラム

の創設を主導した。その間に、ICC 仲裁及び調停の実務にも

従事し、英国を代表する ADR 機関であるCEDR の調停スキル

トレーニング（CEDR MST）の日本での初の実施に尽力した。

2018 年からOne Asia Lawyers の顧問に就任し、実務・教

育・研究の架橋に勤めてきた。ビジネスと人権及び海外腐敗

慣行防止に向けた規律枠組みの最新動向の調査研究にも取り

組んでいる。 

akira.saito@oneasia.legal 

 

 

栗田 哲郎 

One Asia Lawyers Group 代表 

シンガポール・日本・USA/NY 州法弁護士 

日本の大手法律事務所に勤務後、シンガポールの大手法律事

務所にパートナー弁護士として勤務。その後、国際法律事務

所アジアフォーカスチームのヘッドを務め、2016 年 7 月 

One Asia Lawyers Group を創立。シンガポールを中心にクロ

スボーダーのアジア法務全般（M&A、国際商事仲裁等の紛争

解決等）のアドバイスを提供している。2014 年、日本法弁

護士として初めてシンガポール司法試験に合格し、シンガ

ポール法のアドバイスも提供している。 

 

佐野 和樹 

One Asia Lawyers パートナー弁護士（日本法） 

ミャンマー・マレーシア統括 

アジアSDGs/ESGプラクティスグループ 

2013年よりタイで、主に進出支援・登記申請代行・リーガル

サポート等を行うM&A Advisory Co., Ltd.で3年間勤務。2016

年のOne Asia Lawyers設立時に参画し、ミャンマー事務所・マ

レーシア事務所にて執務を行う。2019年にミャンマー人と結

婚し、現在はミャンマーに居住しながらミャンマー・マレー

シア統括責任者として、アジア法務全般のアドバイスを提供

している。  

kazuki.sano@oneasia.legal 
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